
【様式１（単体企業用）】

参 加 申 込 書

令和 年 月 日

（提出先）朝 霞 市 長

所 在

事業者名

代 表 印

（担当者氏名 ）

（担当部署 ）

（電話番号 ）

（E-mail ）

「（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」

の内容を承諾の上、参加を申し込みます。

１ 業務名：（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務委託



【様式１（共同企業体用）】

公募型プロポーザル参加資格確認申請書（共同企業体用）

令和 年 月 日

（提出先）朝 霞 市 長

共同企業体の名称

代表構成員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

（担 当 者 ）

（電 話 番 号 ）

（ＦＡＸ番号 ）

構 成 員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

構 成 員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務に係る公募型プロポーザルに参加したい

ので，必要書類を添えて申請します。

なお，地方自治法施行令第 167 条の４の規定のいずれにも該当しない者であること，公募型プ

ロポーザル参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないこと

を誓約します。

１ 業務名：（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務

２ 添付書類 共同企業体結成届



【様式１２】

共同企業体結成届

令和 年 月 日

（提出先）朝 霞 市 長

申請者 共同企業体の名称

代表構成員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

構 成 員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

構 成 員 所 在 地

商号又は名称 印

代表者職氏名

この度、（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務公募型プロポーザルに参加する

ため，共同企業体を結成したので，共同企業体協定書を添えて届け出ます。

なお，この届け及び添付書類のすべての記載事項は，事実に相違ないことを誓約します。



【様式１２ 参考ひな形】

（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業務委託共同企業体協定書

（目的）

第１条 当共同企業体は、朝霞市が発注する『（仮称）宮戸二丁目公園他基本設計及び実施設計業

務』に係る業務委託（以下「本件業務委託」という。）を共同連帯して受託することを目的とす

る。

（名称）

第２条 当共同企業体は、 共同企業体（以下「企業体」

という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当企業体は，事務所を に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、本件業務委託に係る契約履行後、朝霞市

の承諾を得るまでの間は解散することができない。

２ 本件業務委託を実施することができなかったときは、当企業体は，前項の規定にかかわらず、

本件業務委託に係る基本協定が締結された日に解散するものとする。

（構成員の所在地及び事業者名）

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

（所在地）

（事業者名）

（所在地）

（事業者名）

（所在地）

（事業者名）

（代表構成員の名称）

第６条 当企業体は、 を代表構成員とする。

（代表構成員の権限）

第７条 当企業体の代表構成員は、本件業務委託の受託に関し、当企業体を代表して次の権限を有

するものとする。

(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限

(2) 代表構成員の名義をもって見積，入札，契約の締結，委託代金の請求及び受領に関する権限

(3) 入札及び委託代金の受領に関する副代理人の選任についての権限

(4) 当企業体に属する財産を管理する権限

(5) その他本件業務に関して必要となる一切の事項を執行する権限

（業務分担額）

第８条 各構成員の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。

２ 前項に規定する分担業務の価格については、次条に規定する運営委員会で定める。



（運営委員会）

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務委託の履行に当たるものと

する。

（構成員の責任）

第１０条 構成員は、本件業務委託の契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第１１条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表構

成員の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）

第１２条 当企業体は、事業完了の都度当該事業について決算するものとする。

（利益金の配当の割合）

第１３条 決算の結果、利益金を生じた場合には、運営委員会の定めるところにより利益金を配当

するものとする。

（欠損金の負担の割合）

第１４条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、運営委員会の定めるところにより欠損金を負担

するものとする。

（構成員の相互間の責任）

第１５条 構成員がその分担業務に関し、朝霞市及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを

負担するものとする。

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき運営委員会で協議するも

のとする。

３ 前２項の規定は、いかなる意味においても第１０条に規定する当企業体の責任を免れるもので

はない。

（権利義務の譲渡の制限）

第１６条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（事業履行途中における構成員の脱退に対する措置）

第１７条 構成員は、朝霞市及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が事業を完了する日まで

は脱退することはできない。

２ 構成員のうち事業途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成

員が共同連帯して事業を完了する。

３ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当を行わないものとする。

（構成員の除名）

第１７条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、事業途中において重要な義務の不履行その

他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び朝霞市の承認により当

該構成員を除名することができるものとする。

２ 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。



３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては，前条第２項及び第３項を準用するも

のとする。

（事業履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置）

第１８条 構成員のうちいずれかが事業履行途中において破産又は解散した場合においては、残存

構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を履行するものとする。

（代表構成員の変更）

第１８条の２ 代表構成員が破産又は解散した場合においては、従前の代表構成員に代えて、他の

構成員全員及び朝霞市の承認により残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができ

るものとする。

（解散後のかし担保責任）

第１９条 当企業体が解散した後においても、当該事業につきかしがあったときは、各構成員は連

帯して責任を負うものとする。

（協定書の定めのない事項）

第２０条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

ほか 社は，上記のとおり

共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名

押印し、１通は朝霞市に提出し、他は各自所持するものとする。

令和 年 月 日

所 在 地

事 業 者 名 印

代 表

所 在 地

事 業 者 名 印

代 表

所 在 地

事 業 者 名 印

代 表



【様式３】

会社概要説明書

※ 事業者パンフレット（会社概要）等を添付すること。

※ 所定の記入欄が不足する場合は，別紙に記入の上，添付すること。

※ 共同企業体で応募する場合，構成員ごとに作成すること。

事 業 者 名

代 表

所 在 地

本 社
〒

電話番号

埼玉県内

支社等
（朝霞市内に
本社がある者
は除く）

〒

電話番号

設 立 年 月 日
年 月 日

（埼玉県内支社等の設立年月日 年 月 日）

資 本 金

職 員 数
人

（埼玉県内支社等の従業員数 人）

ホ ー ム ペ ー ジ http://

事 業 内 容

連

絡

先

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

担

当

者

所 属

氏 名

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



【様式１０】

質 問 票

令和 年 月 日

（提出先）朝 霞 市 長

所 在

事業者名

代 表 印

（担当者氏名 ）

（担当部署 ）

（電話番号 ）

（E-mail ）

※ 質問受付期間は、令和５年４月２７日（木）から令和５年５月９日（火）正午までに提出すること。

※ 質問はこの様式に記入し、電子メール（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽmidori_koen@city.asaka.lg.jp）で送信すること。
※ 質問の対象となる書類（実施要領・特記仕様書など）、ページ、項目などについて記入してください。

※ メール送信には、必ず件名「プロポーザル質問（事業者名）」を入れてください。

※ 質問項目が多い場合は，本様式を適宜複写して利用すること。

No. 資料名称 質問項目

質

問

事

項


